
給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２８年５月３１日 

河合町長 岡 井 康 徳 

河合町規則第１０号 

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 

給料等の支給に関する規則（昭和３２年８月河合村規則第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１６条第２項第２号中「育児休業をしている職員」の次に「（当該育児休業の承

認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１

箇月以下である職員を除く。）」を加える。 

附 則 

この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 


